研究協力者の参加に関する覚書（案）
●●と国立大学法人九州大学（以下「九大」という。）は、九大と■■株式会社（以下「共同研究当事者」という。）が共同で行う第１条に記載の共同研究（以下「本共同研究」という。）に、●●が研究協力者として参加することについて、以下のとおり覚書（以下「本覚書」という。）を締結する。

（共同研究の題目等）

第1条　共同研究の題目等は次のとおり。

（１）研究題目：
（２）研究期間：令和　　年　　月　　日　から　令和　　年　　月　　日

（３）研究代表者：大学院○○研究院

（研究の遂行）

第２条　●●（以下「研究協力者」という。）は、自己の責任と判断において、本共同研究に参加するものとし、次の各号について遵守するものとする。

（1） 九大及び共同研究当事者の研究者と協力して本共同研究を遂行すること。

（2） 九大の施設、設備又は機器等を使用する場合、九大の規則等又は九大の指示に従って、それらを使用すること。

（原契約の遵守）

第３条　本共同研究にかかる共同研究契約書（以下「原契約」という。）において九大が共同研究当事者に対し研究協力者の行為についての責任を負っていることに鑑み、研究協力者は、九大に対し、九大が原契約を遵守することができるよう協力する。特に、原契約に定める秘密の保持及び研究成果の公表については注意を払うものとし、研究成果の公表は、事前に九大及び共同研究当事者の承諾を得た上で行わなければならない。

２　　  九大は、研究協力者から前項に定める協力を目的として原契約の写しを要求された場合、原契約の写しを提供する。
３　　  研究協力者は、前項において原契約の写しを受理した場合、原契約の写しを厳に秘密に保持し、第三者に開示、提供又は漏洩しないものとし、本条第１項に定める義務の履行の目的以外に使用しないものとする。また、研究協力者は、本覚書の有効期間終了後速やかに、原契約の写しを再現不能な状態で破棄するものとする。
（知的財産権の取扱い）

第４条　研究協力者が単独又は共同でなした知的財産権の帰属及び取扱いについては、研究協力者及び九大が協議の上決定するものとする。なお、本条に定める「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、意匠権及び上記各権利の登録を受ける権利、著作権（著作権法第27条及び第28条に規定される権利を含む。）、ノウハウの使用権、成果有体物の所有権その他研究成果に関する一切の権利をいう。
２　　　共同研究当事者が前項に定める協議による決定に異議を表する場合、研究協力者がなした知的財産権の帰属及び取扱いにつき、原契約に定める条件の範囲内で、改めて、研究協力者、九大及び共同研究当事者で協議の上、決定するものとする。

（損害賠償）

第５条　研究協力者が九大及び／又は共同研究当事者に損害を与えた場合、研究協力者はその損害を賠償するものとする。

２　　　研究協力者が共同研究当事者に損害を与え、九大が共同研究当事者に同損害を賠償したときは、九大は研究協力者に求償することができるものとする。

３　　　本共同研究の遂行に際し研究協力者が人体又は健康被害等を被った場合においても、九大及び共同研究当事者は、自己の責に帰する場合を除き、賠償等の責任を負わないものとする。

（有効期間）

第６条　本覚書の締結日にかかわらず、本覚書は、本共同研究に参加した日から適用され本共同研究の研究期間終了日まで有効とする。ただし、研究期間の終了日前に本共同研究が終了したときは、その日までとする。
２　　  前項に定める有効期間の満了後においても、本覚書第３条、第４条、第５条、本条及び第７条の定めは、有効に存続するものとする。

（共同研究の適用範囲）
第７条　本共同研究が複数年度に渡るなどの事情により、共同研究契約が更新あるいは新たに締結された場合であっても、同一の研究である限りにおいては、本契約の内容が自動的に適用されるものとする。本条でいう「同一の研究」とは、共同研究契約の相手方当事者の一部又は全部が同一であって、本共同研究の題目が同一又は類似であるものをいう。
（協議）

第８条　本覚書に定めのない事項、及び本覚書の解釈について疑義が生じたときは、法令の定めに従うほか、研究協力者及び九大は誠意をもって協議し、これを解決する。

本覚書の締結を証するため、本覚書を２通作成し、研究協力者及び九大はそれぞれ記名（署名）押印の上、各１通を保管する。

　　年　　月　　日

（研究協力者）　　　　　　　　　　　　
　　　＜住所＞
　　  ＜氏名＞
（九大）　
福岡県福岡市西区元岡７４４
　　国立大学法人九州大学

総長　　　　　　　　　 石 橋　達　朗 
